
越谷市自殺対策推進条例              資料４

 （目的） 

第１条 この条例は、自殺が重大な社会問題となっている現状に鑑み、

自殺対策に関し、基本理念を定め、市、学校、事業者及び市民の責務

を明らかにするとともに、自殺対策に関する施策の基本となる事項を

定めることにより、自殺対策を総合的かつ計画的に推進し、市民一人

一人が自他のかけがえのない命を守り、大切にし、誰もが自殺に追い

込まれることのない、地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 （基本理念） 

第２条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての市民が

かけがえのない個人として尊重されるとともに、生きがいや希望を持

って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資する

ための支援及びそれを支えるための環境の整備充実が適切に図られる

ことを旨として、実施されなければならない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきもので

はなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、包括的

な取組として実施されなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するもので

あることを踏まえ、自殺の実態又は地域の実情に即して実施されなけ

ればならない。 

４ 自殺対策は、自殺の予防又は自殺発生の危機への対応及び自殺が発

生した後又は自殺が未遂に終わった後の対応の各段階に応じた効果的

な施策として実施されなければならない。 

５ 自殺対策は、国及び埼玉県と連携を図りつつ、市、学校（学校に類

する教育機関を含む。以下同じ。）、事業者（市内において事業活動を

行う者をいう。以下同じ。）、市民、医療機関、福祉関係機関等の相互



の密接な連携及び協力の下に実施されなければならない。 

 （市の責務） 

第３条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、市の実情に応じた自

殺対策を実施するものとする。 

２ 市は、前項の規定による自殺対策の実施に当たっては、市内の自殺

問題に関する状況及び情報について組織横断的に分析し、効果的なも

のとなるよう努めるものとする。 

３ 市は、事業者及び市民の自殺対策に関する取組みを支援しなければ

ならない。 

４ 市は、自殺対策の担い手でもある職員が、心身の健康を保持しなが

ら職務に従事することができるよう適切な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

 （学校の責務） 

第４条 学校は、市、保護者及び関係機関と連携しながら、児童、生徒

又は学生が命の尊さに対する理解を深め、心身ともに健康な生活を送

ることができるよう適切な措置を講ずるものとする。 

２ 学校は、命の尊さを学ぶ機会を設けるよう努めるものとする。 

３ 学校は、児童、生徒又は学生の心の迷いのサイン等を見逃すことな

く、適切に対処するものとする。 

４ 学校は、児童、生徒又は学生と接する教職員が、心身の健康を保持

しながら職務に従事することができるよう適切な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第５条 事業者は、自殺対策に取り組む当事者としての意識を持ち、自

殺に対する正しい理解を深め、市又は関係機関と連携しながら、その

職場で働く全ての者が、心身の健康を保持しながら職務に従事できる

よう、その職場環境の形成に努めるものとする。 



 （市民の責務） 

第６条 市民は、自殺に対する正しい知識を習得し、理解を深め、一人

一人が自殺対策の担い手になれるよう努めるものとする。 

 （名誉、心情及び生活の平穏への配慮） 

第７条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者、自殺未遂者及び自殺の

おそれがある者並びにそれらの者の親族等の名誉、心情及び生活の平

穏に十分配慮しなければならない。 

 （計画の策定等） 

第８条 市長は、次に掲げる施策を推進するため、自殺対策を総合的か

つ計画的に推進するための計画（以下「推進計画」という。）を策定す

るものとする。 

 自殺に関する調査及び研究 

 自殺に関する市民一人一人の気づきと見守りの促進 

 自殺対策に関する人材の確保及び育成 

 心の健康づくりの相談体制の整備及び充実 

 適切な精神科医療が受けられる環境の整備 

 自殺防止のための包括的な取組の推進 

 自殺未遂者及びその親族等に対する支援 

 自死遺族等に対する支援 

 自殺対策に関する活動を行う民間団体に対する支援 

 子ども・若者の自殺対策の推進 

 高齢者の自殺対策の推進 

 労働問題による自殺対策の推進 

 その他自殺対策に必要な施策の推進 

２ 市長は、推進計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民及

び保健医療関係者の意見が反映されるよう、必要な措置を講ずるもの

とする。 



３ 市長は、推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを

公表しなければならない。 

 （越谷市自殺対策連絡協議会の設置） 

第９条 自殺対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市

長の附属機関として越谷市自殺対策連絡協議会（以下「協議会」とい

う。）を置く。 

２ 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 自殺対策の協議に関すること。 

 推進計画の策定及び変更の協議に関すること。 

 自殺対策の連絡調整に関すること。 

 その他自殺対策に関し必要な事項に関すること。 

３ 前項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 （財政上の措置） 

第１０条 市は、自殺対策に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ために必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 （市議会への報告） 

第１１条 市長は、この条例に定める施策に関し、毎年１回、市議会に

報告するものとする。 

 （委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 


